
測定項目（ほう素）の測定点の一部廃止について 

 

 

  過去５年間のほう素の測定結果が、海水の影響により環境基準を超過した４地点

については、平成１１年環境省通知に基づき、平成２７年度からほう素の測定を、

とりやめることとする。 

 

（１）廃止地点 

  川尻橋 （川尻川） 

  湊橋  （湊川） 

  人見橋 （小糸川下流） 

  富士見橋（矢那川） 

 

（２）過去５年間の環境基準超過状況  
 

（環境基準：1mg/ℓ） 

測定地点 超過時期 
測定値 

(mg/ℓ) 

電気伝導率（注） 

（μS/cm） 

川尻橋 平成 24 年 11 月 1.6 12,600 

湊橋 平成 23 年 5 月 1.5 12,500 

平成 23 年 11 月 1.3 10,700 

平成 22 年 5 月 1.7 19,000 

平成 22 年 11 月 1.3 15,600 

人見橋 平成 25 年 5 月 2.1 23,700 

平成 25 年 11 月 2.2 24,400 

平成 23 年 5 月 1.5 12,300 

平成 23 年 11 月 1.3 13,100 

平成 22 年 5 月 1.2 19,000 

平成 22 年 11 月 2.4 21,800 

平成 20 年 11 月 1.7 18,800 

富士見橋 平成 23 年 11 月 1.4 11,900 

 
（注） ・１５℃における電気伝導率 

    ・μS（マイクロジーメンス） 
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（３）平成１５年の廃止地点 

  真亀橋 （真亀川） 

  観音堂橋（南白亀川） 

  中之橋 （一宮川下流） 

  江東橋 （夷隅川下流） 

  加茂川橋（加茂川） 

 

 

（４）廃止地点図 

●：来年度からの廃止地点 
□：平成１５年の廃止地点 
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